子育て応援プラスワンの宣言例
１　育児・介護休業法による子育て支援制度の整備と利用促進
（１）育児休業制度

・社内広報や管理職研修等を通じて育児休業制度などの周知を図るとともに、社員の意識改革を進めて、育児休業を取得しやすい職場の雰囲気づくりに努めます。
・社員が周りに気兼ねなく育児休業が取得できるよう、休業期間中の代替要員の確保に努めます。
・育児休業後の職場復帰が円滑に行われるよう、休業中の社員に対して業務関係の情報を提供するとともに復帰のための研修を行います。

・男性社員も含め育児休業を積極的に取得するよう、目標を定めて奨励します。
　（現在：男性０人、女性６０％　→　２年後：男性１人、女性８０％）

・家庭の事情に応じて育児休業が取得できるよう、子どもが２歳になるまでの育児休業の延長を認めます。
	法の義務規定

　育児休業の期間は原則として子どもが１歳になるまでですが、下記理由により休業が特に必要と認められる場合には1歳６か月まで取得できます。

○保育所に入所を申し込んでいるが、入所できない場合

○子どもを養育する予定であった配偶者の死亡、疾病、離婚等により、子どもの養育ができなくなった場合


（２）勤務時間短縮等の措置
・３歳未満の子どもを持つ社員を対象として短時間勤務制度とフレックスタイム制を整備し、社員の希望に応じて利用できるようにします。
・小学校３年生以下の子どもを持つ社員を対象として所定外労働をさせない制度を整備し、社員の配置や業務内容を考慮して利用促進に努めます。

・ベビーシッターなど社員が子育てサービスを利用する際に要する費用を一部補助します。

	法の義務規定

　事業主は、３歳までの子どもを養育する労働者に対して、育児休業に準ずる措置または下記の勤務時間短縮等の措置の中からいずれかの措置を講じなければなりません。
　○短時間勤務制度　○フレックスタイム制　○始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

　○所定外労働をさせない制度

　○託児施設の設置運営その他これに準ずる便益の供与


（３）子どもの看護休暇
・中学校入学前までの子どもの看護休暇を年間５日間取得できるようにします。

・子どもの看護休暇を有給休暇とし、時間単位の取得もできるようにして利用促進に努めます。

	法の義務規定

小学校入学前の子どもを養育する労働者は、年間５日間の子どもの看護休暇を取得できます。事業主は、労働基準法に規定する年次有給休暇とは別に定めなければなりません。


（４）再雇用制度
・妊娠、出産、育児を理由に退職した社員が希望する場合、優先的に採用する再雇用制度を導入します。

２　その他の子育て支援策

（１）企業独自の子育て支援制度と利用促進
・配偶者の出産に際し、３日間の特別休暇（有給）を設けて利用を奨励します。
・子どもの学校行事等に参加するための「子ども休暇」（年間３日間）を設け、利用を奨励します。
・子育て期間中、希望すれば在宅で仕事ができるような支援制度を実施します。

（２）年次有給休暇の取得促進

・家族の記念日(結婚記念日、子どもの誕生日等)に、有給休暇の積極的取得を奨励します。
・育児のための時間等を確保しやすくするため、時間単位の有給休暇の取得を認めます。
（３）所定外労働の削減

・社員の所定外労働を削減して父親の育児参加を促進するため、毎週○曜日を「ノー残業デー」とします。

・家族とのふれあいの時間を持てるよう、社員の所定外労働時間を１人当り年間○○時間未満にします。
（４）その他仕事と家庭の両立支援に関する事項

・子育て中とそれ以外の社員がお互いを理解し仕事と家庭の両立ができるよう、「職業家庭両立推進者」を選任して職場の意識改革に努めます。
・社員の子供会・ＰＴＡ活動への参加など、子どもの健全育成を目的とする地域活動への積極的参加を支援します。
